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湯河原町条例第  号 

   湯河原町宿泊税条例 

 （課税の目的） 

第１条 町は、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実によ

り、豊かで活力ある地域づくり、地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与す

る持続的な観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法（昭和25

年法律第226号。以下「法」という。）第５条第７項の規定に基づき、宿泊税を

課する。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び湯河原町税条例（昭和51年湯

河原町条例第３号）において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 旅館業 旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第１項に規定する旅館 

業（同条第４項に規定する下宿営業を除く。）をいう。 

(2) 住宅宿泊事業 住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第２条第３項に規 

定する住宅宿泊事業をいう。 

(3) 宿泊施設 旅館業に係る施設又は住宅宿泊事業に係る住宅をいう。 

(4) 宿泊 寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。 

(5) 宿泊料金 宿泊の対価として支払うべき金額であって、規則で定めるも

のをいう。 

（納税義務者等） 

第３条 宿泊税は、宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、

その宿泊者に課する。 

（課税免除） 

第４条 次に掲げる者に対しては、宿泊税を課さない。 

(1) 年齢12歳未満の者 

(2) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学を除く。） 



 

 

における修学旅行その他教育上の見地から行われる行事に参加している者 

(3) 地震等の災害が発生した場合において、宿泊施設を利用する被災者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、公益上その他の事由により規則で定めるも

の 

（税率） 

第５条 宿泊税の税率は、宿泊者１人１泊につき、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 宿泊料金が50,000円未満である場合 300円 

(2) 宿泊料金が50,000円以上である場合 500円 

（徴収の方法） 

第６条 宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。 

（特別徴収義務者） 

第７条 宿泊税の特別徴収義務者（以下「特別徴収義務者」という。）は、旅館

業又は住宅宿泊事業の経営者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、宿泊税の徴

収について便宜を有すると認める者を特別徴収義務者に指定することができ

る。 

３ 特別徴収義務者は、宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しな

ければならない。 

（特別徴収義務者の申告等） 

第８条 前条第１項の規定により特別徴収義務者となるべき者にあっては宿泊

施設の経営を開始しようとする日の前日までに、同条第２項の規定により指定

を受けた特別徴収義務者にあっては指定を受けた日から10日以内に、宿泊施設

ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。 

(1) 特別徴収義務者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又

は法人番号（同条第16項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個人番

号又は法人番号を有しないものにあっては、住所又は所在地及び氏名又は

名称） 

(2) 宿泊施設の所在地及び名称 

(3) 客室数その他設備の概要 

(4) 経営を開始する予定年月日（申告の日において既に経営を開始している

場合にあっては、経営を開始した年月日） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

２ 前項の規定により申告書を提出した者は、同項各号に掲げる事項に異動が 

あったときは、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定による申告をした者は、当該宿泊施設の経営を１月以上休止し



 

 

ようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。 

４ 前項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る休止期間を定めな

かったものは、当該宿泊施設の経営を再開しようとするときは、遅滞なく、そ

の旨を町長に届け出なければならない。 

５ 第１項の規定による申告をした者は、当該宿泊施設の経営を廃止したときは、

廃止した日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。 

（納税管理人） 

第９条 特別徴収義務者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所（以下この項

において「住所等」という。）を有しない場合においては、納税に関する一切

の事項を処理させるため、町内に住所等を有する者（個人にあっては、独立の

生計を営む者に限る。）のうちから納税管理人を定め、その必要が生じた日か

ら10日以内にこれを町長に申告し、又は町外に住所等を有する者（個人にあっ

ては、独立の生計を営む者に限る。）のうち納税に関する一切の事項の処理に

つき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて同日から10日

以内に町長に申請してその承認を受けなければならない。この場合において、

納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した

事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿

泊税の徴収の確保に支障がないことについて町長に申請してその認定を受け

たときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請

した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を

町長に届け出なければならない。 

（申告納入） 

第10条 特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月１日から同月末日までの間に

おいて徴収すべき宿泊税に係る宿泊の総数、税額その他必要な事項を記載した

納入申告書を町長に提出するとともに、当該申告に係る納入金を納入しなけれ

ばならない。 

２ 特別徴収義務者が、規則で定める要件に該当するものとして規則で定めると

ころにより町長の承認を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、次の表の

左欄に掲げる期間において徴収すべき宿泊税に係る同項の納入申告書を、同表

の右欄に掲げる日までに、町長に提出するとともに、当該申告に係る納入金を

納入しなければならない。ただし、宿泊施設の経営を１月以上休止しようとす

る場合又は廃止した場合には、その休止しようとする日又は廃止した日までに

徴収すべき宿泊税について、その日から１月以内に、これを申告し、かつ、納

入しなければならない。 

12月１日から２月末日まで ３月末日 

３月１日から５月末日まで ６月末日 

６月１日から８月末日まで ９月末日 



 

 

９月１日から11月末日まで 12月末日 

３ 町長は、前項の承認を受けた特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当し

なくなったと認めるときは、同項の規定による承認を取り消すことができる。 

（不足金額等の納入） 

第11条 特別徴収義務者は、法第733条の16第４項、第733条の18第８項又は第733

条の19第５項の規定による通知を受けた場合には、不足金額（更正による納入

金の不足金額又は決定による納入金額をいう。）又は法第733条の18第１項に規

定する過少申告加算金額、同条第３項に規定する不申告加算金額若しくは法第

733条の19第１項及び第２項に規定する重加算金額を当該通知により指定する

納期限までに納入しなければならない。 

（徴収不能額等の還付又は納入義務の免除） 

第12条 町長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取

ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴

収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由

があるものと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税

額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がま

だ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。 

２ 特別徴収義務者は、前項の規定により還付又は納入の義務の免除を申請する

場合は、当該還付又は納入の義務の免除を必要とする理由を証するに足りる書

類を添えて、町長に申請しなればならない。 

３ 町長は、第１項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、

還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべ

き額をこれに充当することができる。 

４ 町長は、第１項の規定による申請があった場合には、同項又は前項の規定に

よる措置を採るかどうかについて、当該申請があった日から60日以内に特別徴

収義務者に通知しなければならない。 

（特別徴収義務者の帳簿の記載義務等） 

第13条 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え付けて、次に掲げる事項

を帳簿に記載し、かつ、当該帳簿を第10条第１項又は第２項の規定により納入

申告書を提出した日の属する月の末日の翌日から起算して３月を経過した日

から５年間保存しなければならない。 

(1) 宿泊年月日、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額 

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

２ 特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類に記載する宿

泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して３月を経過した日から

２年間保存しなければならない。 

(1) 宿泊に係る売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊税額

が記載されているもの 

 



 

 

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（帳簿及び書類の電磁的記録による保存等） 

第14条 特別徴収義務者は、前条第１項の規定により備付け及び保存をしなけれ

ばならない帳簿（以下「関係帳簿」という。）の全部又は一部について、自己

が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則

で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）

の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることがで

きる。 

２ 特別徴収義務者は、前条第２項の規定により作成及び保存をしなければなら

ない書類（以下「関係書類」という。）の全部又は一部について、自己が一貫

して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当

該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えるこ

とができる。 

３ 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類（規則で定めるも

のを除く。）の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を

規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところ

により、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に

代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電磁的記録の保

存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき（当該関係書類の保

存が行われている場合を除く。）は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録

を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保

存しなければならない。 

（帳簿及び書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等） 

第15条 特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記

録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めると

ころにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電

子計算機出力マイクロフィルム（電子計算機を用いて電磁的記録を出力するこ

とにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。）による保存をもって

当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。 

２ 特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子

計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書

類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって

当該関係書類の保存に代えることができる。 

３ 前条第１項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をも

って当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は同条第

２項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の



 

 

保存に代えている特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該関係帳簿又

は当該関係書類の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該関

係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィル

ムによる保存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の保

存に代えることができる。 

（町税に関する法令の規定の適用） 

第16条 第14条第１項、第２項若しくは第３項前段又は前条各項のいずれかに規

定する規則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている関係帳簿

又は保存が行われている関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイ

クロフィルムに対する町税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的

記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該関係帳簿又は当該関係書類

とみなす。 

（間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税） 

第17条 宿泊税は、地方税法施行令（昭和25年政令第245号）第６条の22の４第６

号及び第６条の22の９第４号に規定する条例で指定する法定外目的税とする。 

（賦課徴収） 

第18条 宿泊税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び

湯河原町税条例の定めるところによる。 

（委任） 

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

（帳簿の記載義務違反等に関する罪） 

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又は50万円以下

の罰金に処する。 

(1) 第13条第１項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な事由が

なくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同項の帳簿を隠匿し

た者 

(2) 第13条第１項の規定に違反して同項の帳簿を同項に定める期間保存しな

かった者 

(3) 第13条第２項の規定により作成すべき書類について正当な事由がなくて

作成をせず、若しくは虚偽の書類を作成した者又は同項の書類を隠匿した

者 

(4) 第13条第２項の規定に違反して同項の書類を同項に定める期間保存しな

かった者 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法

人又は人の業務に関して前項に規定する違反行為をした場合には、その行為者

を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

（納税管理人に係る不申告に関する過料） 



 

 

第21条 第９条第２項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第１項の承

認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について

正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の

過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、町長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発付の日から10日以内とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、法第731条第２項の規定による総務大臣の同意を得た日から起

算して２年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、

附則第３項及び第４項の規定は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の宿泊（施

行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。）について適用する。 

（準備行為） 

３ 第７条第２項の規定による指定及び第９条第１項の規定による承認並びに

これらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、この条例の規

定の例により行うことができる。 

４ この条例の公布の日において現に旅館業又は住宅宿泊事業を経営している

者又は同日から施行日までの間において旅館業又は宿泊事業を経営しようと

する者は、施行日の前日までに、第８条の規定の例により町長に申告しなけれ

ばならない。 

（検討） 

５ 町長は、この条例の施行後３年を経過した場合において、この条例の施行の

状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、宿泊税に係る制度について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

し、その後においても、５年ごとに同様の検討を行うものとする。 

  


